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１　手話通訳人材養成をめぐる課題

　現在，手話通訳者不足の問題が深刻化している。こ
れまでも全日本ろうあ連盟（2017）等で指摘されてき
た課題であったが，特に近年，2013年以降の手話言
語条例の制定（2021年10月現在，420自治体で制定）
や，2016年から施行された「障害者差別解消法」が改
正（2021年６月公布）され，合理的配慮が民間事業所
も含めて完全義務化されたこと，2021年７月の電話リ
レーサービスの公共インフラ化（甚田，2020；阿部，
2020）などもあり，手話通訳ニーズに対し，人材養成
が追いつかない状況がある。特に電話リレーサービス
が公共インフラ化されたことで，24時間365日の安定
したサービス供給が求められることになり，「モデル
プロジェクトにおけるオペレーターの人数は常勤、非
常勤合わせて200人弱、制度施行後５年程度で現在の
従事者数の４倍程度必要」と試算されている（第201
回国会参議院総務委員会第17号令和２年６月４日）。
　手話通訳人材の養成が追いつかない要因として，手
話通訳士資格取得までに要する時間の長さによる若年
層の養成の課題（玉井，2012）が指摘されている。す
なわち，手話通訳者養成の制度設計として市町村事業

として実施される手話スキルの習得（手話奉仕員養成
課程）に１～２年，都道府県事業として実施される手
話通訳養成（手話通訳者養成課程）に３年かかってし
まうため，仮に大学生が学内の手話サークル等で手話
に興味を持ち，資格取得を目指そうとしても，在学中
に取得することが不可能もしくは極めて困難というこ
とである。さらに，そもそもこの制度設計が，専業主
婦層をターゲットにして成り立っていたところが，
社会構造の変化により，受講者の多くが定年退職後の
人たちとなっているという産業構造の変化（二神ら，
2018）を踏まえるならば，養成の制度そのものを見直
していく必要が生じているともいえよう。
　若年層を対象とした手話通訳者養成を実現させてい
くための方策の１つとして，高校生が体系的に手話を
学べる環境（教育課程）を実現させることが考えられ
る。すなわち，高等学校２～３年間で基本的な手話ス
キルを習得し，卒業後に，都道府県事業の手話通訳養
成講座に３年間通うことで，都道府県登録手話通訳者
の資格を取得できるようにするということである。こ
れにより，大学在学中に手話通訳資格取得に必要な講
座を修了することが可能になると考えられる。
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２　文部科学省による「教科」化

　上述したように，「手話通訳者が不足している」と
いう課題は聴覚障害者福祉においては深刻な課題であ
る。しかしながら，それは高校生にとっての学びの視
点からすれば外在的なものにすぎない。後期中等教育
の修学において，「手話」が学びの対象として意味あ
るものでなければならない。さらにそれは，スキルの
習得を視野に入れる以上は，指導内容が体系化され，
連続性のある学びができ，複数年にまたがって長期的
に修学できるカリキュラムが必要となる。すなわち，
教育課程の中に位置づくものでなければならない。そ
の意味において理想的なのは，文部科学省による「教
科」化ということになる。
　手話が「教科」であるためには，現時点では決定的
に不足しているものがある。それは，一言で言うなら
ば，手話学習の体系的な理論である。手話を言語とし
て習得することを目的に学ぶのであれば，学習指導要
領やそれに基づいて作成された教科書が策定され，体
系化されたカリキュラムのもとに授業が進められてい
くことになる。もっとも，英語以外の外国語について
も検定教科書が作られておらず，英語に比してその
位置づけには課題なしとはいえない（長谷川，2014）
が，こと手話に関しては，さらにその手前の段階にあ
る。確かに日本固有の日本手話についての手話言語
学からの知見の蓄積もようやく増えてきているとはい
え，手話を習得するための方法論に関する知見となる
と必ずしも十分ではないのが現状であるといわざるを
得ないからである。
　近年，手話が音声言語と同等の機能を有する言語
であることは，Stokoe（1960）以降の手話言語学研
究 や、Poizner, Klima & Bellugi（1987） やSakai et 
al.（2005）の脳科学研究の知見により、少なくとも
一定の学問領域の関係者間ではもはや疑うべくもない
ものとなっている。世界各地に様々な音声言語がある
のと同様，日本手話，アメリカ手話，中国手話などそ
れぞれ異なる手話言語があり，日本語と日本手話もま
た，語順や用法など，異なる言語体系を持っている。
ここに，高等学校の「外国語」の科目として「フラン
ス語」や「ドイツ語」があるように「日本手話」を学
ぶ可能性を見いだせなくもない。しかしながら，手話
を体系的に学ぶための，学術的知見を踏まえた入門書

となると，まだまだ脆弱であると言わざるを得ない。
日本における手話言語学研究の黎明期とも言える1990
年代に，神田（1994）が大学院の講義レベルを想定し
た手話を学問として研究する際の入門書を著したもの
の，その後発がなかなか現れず，一般向けの手話言語
学の入門書となると，2010以降になってようやく岡
ら（2011）や松岡（2015）が著した程度にとどまって
いる。このような，近年の手話言語学の知見を踏まえ
た学習者向けの手話教材の不足は，手話教育が，手話
通訳者の養成を目的に市民向けに，地域の当事者団体
が中心になって行われてきたことも大きな要因と考え
られる。近年になり第二外国語として手話を位置づけ
て授業を開講する大学が散見されるようになったこと
で，今後，第二言語習得理論に基づいた手話教育の知
見の蓄積が期待されるところである。
　文部科学省が教科として設定していくためには，実
践事例が一定程度集まり，必要性が十分に議論され，
社会的な了解を得られた上で，研究開発指定を経てと
いったプロセスを踏んでいく必要がある。だがその前
に，今はまず，学校設定教科・科目としての実践が重
ねられつつ，学問的な土壌が大学教育において醸成さ
れていくことが必要な段階ともいえる。

３　「学校設定科目」としての実践

　学校設定科目としてであれば，すでにいくつかの高
等学校において，「手話」の実践はなされている。
　まずは，田村（2013）が示すように，福祉系高等学
校における教科「福祉」のもとに学校設定科目「手
話」（「手話実習」「手話講座」「点字と手話」などを
含む）を設けているところが散見される。「福祉」で
は，学習指導要領においても「社会福祉援助技術」の
内容の「コミュニケーションの技法」として，「点
字，手話」が挙げられていることがひとまずの根拠と
なる。ただしこれだけでは必ずしも体系的な学びの必
要性に繋がるとはいえない。現実的には，「実際に点
字，手話を覚えることよりも，なぜ点字，手話が必要
なのか，どのようなコミュニケーション手段である
かを理解させることが重要」と考え，「さらに興味，
関心を持つ生徒には地域における校外学習の機会を紹
介」するという方法（芦川，2008）にとどまっている
ところが多数であろう。高大連携プログラムにおいて
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「手話や点字等の専門知識が必要なものへの講師派遣
をお願いしたい」といった要望が挙げられている（田
村，2013）ことから，技術的に「福祉」担当教員が担
うことの難しさもうかがえるところである。
　もう１つ注目すべきは，総合学科における選択科目
として設定している事例が散見されることである。大
阪府では，松原高等学校，柴島高等学校，西成高等学
校，大正白稜高等学校など，複数の府立高等学校で学
校設定科目「手話」が設定されている。あるいは，北
海道立石狩翔陽高等学校では「手話語」（2022年度よ
り「手話言語」と名称変更予定）を学校設定科目とし
ている。同校では，総合学科における選択科目につい
て，このように説明されている。

　　総合学科である本校では，普通科目，専門科目あ
わせて約150ある科目の中から，自分だけの時間
割を創ります。下記の表のように，１年次では，
ほとんどが必修科目ですが，２年次，３年次の大
部分（単位数の７割）は，自分の進路希望や興
味・適性などを考えながら科目（科目名及び科目
の配置は下記の各年次別科目配置表を参照してく
ださい）を選んでいきます。（同校ホームページ）

　このように，総合学科では，様々ある科目の組み合
わせで「自分だけの時間割」を作るために，バラエ
ティに富んだ科目が用意されることになる。
　大阪府の事例を見ていくと，松原高等学校では，

「保育・福祉・看護の人材を育て、地域の文化も学べ
る」ことを意図した「コミュニティー系列」の選択科
目の１つとして「手話講座」が設けられており，「手
話で身近な単語や指文字、日常会話を学びます。表現
力を高めるためにビデオ撮影による表現の確認やテス
トを実施します。手話習得のほかにも、聴覚障がいの
ある方の生活や手話に対する思いを学び、理解を深め
ます」と記されている（同校ホームページより）。柴
島高等学校でも「ヒューマン系列」（看護・福祉・保
育）に「手話Ⅰ，Ⅱ」を位置づけており，他の学校で
も同様に，福祉的なカテゴリーの中に手話を位置づけ
ている。いずれにしても，普通科に比してより自由度
の高い総合学科ゆえに，学校設定科目として「手話」
を設定することが容易であるという点に注目できる。
　なお石狩翔陽高等学校の場合，石狩市が2013年12

月，全国の市町村で初めて手話言語条例を制定した
（都道府県初は鳥取県が2013年10月）ことにも注目し
ておきたい。石狩市手話言語条例では，他の自治体の
手話言語条例に比して相対的に，手話が日本語とは異
なる独自の文法を持つ言語であることを強調してい
る。例えば同市の啓発リーフレット「手話でこんにち
は」には，手話が言語であることの説明として，「手
話には，日本語とは語順が違う，助詞（て，に，を，
は）を使わないなど，日本語とは異なる独自の文法が
あります」と説明され，語順が異なる例として，日本
語では「好きな／食べ物／は／なんですか？」が，手
話では「食べる／好き／何？」となると例示されてい
る。多くの他の自治体では，条文では「手話が独自の
体型を持つ言語である」と記されているものの，施策
において作成されるパンフレット・リーフレットにお
いては単語の例示のみであり，石狩市のように日本語
と異なる文構造であることが例示されているケースは
極めて珍しい。そして石狩翔陽高等学校において，科
目名が「手話」でははく「手話語」となっているの
も，１つの言語であることの明示といえよう。
　ただし，石狩翔陽高等学校の「手話語」の実践その
ものが石狩市手話言語条例の施策であるとは言えな
い。同校は道立高等学校であり，北海道教育委員会の
予算立てにより講師が北海道ろうあ連盟から派遣され
る。その北海道の施策に対して，石狩市が手話言語条
例の一環として，講師のための手話通訳者の派遣（予
算措置含む）を協力するという建付けになっている。
とはいえ，北海道手話言語条例は北海道意思疎通支援
条例と共に2018年４月に施行されており，石狩翔陽高
等学校の「手話語」設置はそれに先行していることを
考えると，石狩市において手話を言語として位置づ
けていく施策が背景にあったことは大きいと考えられ
る。今後，手話言語条例の施策の一環として手話を選
択科目として導入していく学校が増えていくことも予
想されるところである。
　福祉系高等学校における学びが「福祉援助技術の手
段」として位置づけられているのに対して，総合学科
の選択科目の場合，福祉的側面を含みつつも，リベラ
ルアーツ的な学びを志向している，あるいは志向して
いく可能性を含むものと言えるかもしれない。
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４　手話を学ぶ目的

　松岡ら（2018）によれば，日本の大学で開講されて
いる科目「手話」の大多数は福祉系科目もしくは教養
科目と位置付けられてきたが，近年，言語科目として

「日本手話」を開講する大学が、少しずつではあるが
増加しており，他の言語と同じ枠で「日本手話」を開
講している大学が９校確認されているという。
　大学における手話の講義は，その開講形態によって
も，その講義を設定している学部や専攻によっても，
目的が異なってくる。福祉系の大学の専門科目であれ
ば，聴覚障害者への対人援助手段の１つであるし，教
員養成系の専門科目であれば，聴覚障害児とのコミュ
ニケーション手段ということになる。あるいは，教養
教育等の第二外国語に位置づけている場合は，フラン
ス語やドイツ語と同様に語学としての学びになるし，
人文科学科目分野に位置づけた場合に，言語学として
の学びであったり，文化人類学としての異文化理解で
あったりと，多様な側面を持ちうる。
　ただし，いずれにしても，「どこまで学ぶのか？」
についても考慮する必要がある。手話が自然言語であ
るならば，その習得は決して容易なものではなく，体
系的，連続的，長期的な学習が必要となる。いずれの
場合でも，１～２単位程度の学習であれば，聾者と簡
単なやりとりをする程度のスキル習得に留まってしま
うだろうし，それも数年経てば覚えた語彙のほとんど
を忘れてしまうのが現実かもしれない。だからこそ，
それを意味なしとせず，そこにどのような目的を見出
すのかが重要であろう。例えばお茶の水女子大学の実
践では，ナチュラルアプローチによる手話指導を多く
含むとはいえ，その目的は手話習得ではなく，手話教
育を通して「異文化への感度を高め，バイリンガルた
ることを強いられている異質な少数者たちへのリスペ
クトを養い，人間的想像力を豊かにしうるような貴重
な経験」を得ることができることに向けられている

（小谷ら，2011）。
　その上で，「手話通訳」スキルおよびその資格取得
を目指そうとした場合，体系的，連続的，長期的なカ
リキュラムの構成が必要となる。効率的な習得を目指
すには指導法の体系化が不可欠であるし，週１回のみ
の授業や集中講義では覚えては忘れ，の繰り返しにな
るため連続性も重要となるし，どんなに洗練された体

系を組んだカリキュラムであっても，数年のスパンで
の学習期間が必要になるからである。

５　体系的，連続的，長期的な学びのために

　群馬大学では，2017年度から，資格取得を想定した
体系的，連続的，長期的な手話の修学カリキュラム

（手話通訳スキル習得等も含む）を構築している（金
澤，2020）。同様に，高等学校においても，高校生の
学びの実情に即しつつも，手話通訳資格の取得を意図
した実践の可能性があるのではないだろうか。すなわ
ち，本稿の最初に述べた，高等学校の２～３年間のカ
リキュラムを体系化させることで，厚生労働省が市町
村事業として定めている「手話奉仕員」養成課程相当
の修学が可能なのではないかということである。
　上記のことを具体化するためには，以下の３点につ
いて検討が必要と考える。すなわち，第一に，高い学
習効果を実現させるカリキュラムの構築，第二に，

「３年間の高校生活」の中で完結できる達成感のある
目標設定，そして第三に，資格取得のための制度的調
整である。
　第一の課題は，英語と同様，第二言語習得理論に基
づいた指導法の開発である（中野，2021）。ただし，
例えば手話通訳者や聴覚特別支援学校教員になりたい
という明確な目標を持って入学する高等教育機関での
学びとは異なり，選択科目とはいえ，目的意識もスキ
ルも適性もさまざまで，むしろ漠然とした修学意識の
生徒たちを対象とした学びのカリキュラムであること
を考慮する必要がある。すなわち，構文指導と会話演
習のバランスに留意しながらも，難易度の下方修正，
楽しく学べる工夫，毎回の目標設定の明確化による達
成感の実現といった点の検討である。
　第二の課題であるが，「卒業後にさらに地域の手話
通訳者養成講座に３年間通えば手話通訳者全国統一試
験を受験できて，それに合格すれば○○県手話通訳者
試験（面接試験）が受けられて，それに合格すると○
○県登録手話通訳者になれます」などいった卒業後の
話は遠すぎて現実感がなく，今，完全燃焼できる目標
設定が必要となる。これに合致するものとして，２つ
のことが想起される。１つは全国手話検定試験であ
る。１級（聾者とよどみなく会話ができる）から５級

（手話を学んで６ヶ月程度）まであるため，１年次か
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ら，生徒一人ひとりの到達状況に応じた目標設定が可
能である。そしてもう１つは，鳥取県手話言語条例施
行により毎年鳥取県で開催されている「手話パフォー
マンス甲子園」への出場である。2020年度は予選審査
に19都府県から34チーム（35校）が参加し，予選審査
を通過した15チーム（16校）が本大会に出場している
ものであり，今や優勝校のレベルは決して低いもので
はない。「高校３年間の今！」を輝かしいものとする
ためのこうした「仕掛け」が大きなモチベーションの
維持に繋がるのではないかと考えられる。
　そして第三の課題は，都道府県が実施している手話
通訳養成講座との連結である。「手話通訳養成」の性
質上，すでにある程度の手話のスキルを習得している
ことを前提としているものであるため，多くの地方自
治体では，市町村が実施する手話奉仕員養成講座（入
門，基礎合わせて通例１～２年間の講座）修了者を受
講対象としている。そこで，その高等学校のある都道
府県行政との交渉し，当該高等学校で選択科目「手
話」を修了している生徒に対して，「手話奉仕員養成
講座修了生と同等である」とみなし，手話通訳養成講
座受講資格を付与することができればよい。ただしそ
の前提として，選択科目「手話」のカリキュラムが厚
労省の定める時間数をクリアしており，内容的に十分
なものである必要がある。すなわち，第一の課題を十
分にクリアできることが第三の課題解決に直結すると
いうことでもある。
　これらの課題を踏まえたカリキュラムを実現させる
ことで，生徒本人にとっても資格取得に繋がる専門的
なスキル習得ができ，かつ，若年層の手話通訳者不足
という国家的課題の解決に寄与するものにもなりうる
と考えられる。
　こうしたカリキュラムを構築するためには，高等学
校の中でいくつかの条件をクリアする必要がある。１
つは，複数年にまたがるカリキュラム化である。この
点において，総合学科の場合，不可能ではないが工夫
が必要になるだろう。というのも，２～３年次の中で
自由度の高い選択科目を設定し，ある科目を２年次に
も３年次にも履修することを可能としている場合，単
年度で構成されることになるからである。この点にお
いては，むしろ，福祉系高等学校のように，福祉のた
めのスキル習得を目指す学校の方が実現させやすいか
もしれない。加えてもう１つの条件が，体系的なカリ

キュラムを実現させるノウハウをいかにして導入する
かである。田村（2013）の指摘するような高大連携に
よる取り組みに，その突破口が見いだせる可能性もあ
るかもしれない。

６　おわりに

　高等学校における，言語としての手話の体系的な学
習の導入は，一方では若年層の手話通訳者養成という
外在的要因としての必要性が指摘できる。しかしその
もう一方で，高校生自身にとって，自らが主体的な学
びの動機を持ちうる対象として，手話の学びが位置づ
いていなければ設定する意味がない。
　彼らの内発的な興味を喚起させる学びとして設定し
つつも，言語としての体系的な学びと，「手話通訳」
という確かな社会援助技術の資格習得との両面を，い
かにして実現させていくかが課題といえよう。
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